
省

令

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
番
組
素
材
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
）

（
番
組
素
材
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
一

番
組
素
材
中
継

を
行
う
無
線
局
（
放
送
番
組
の
素
材
を
中
継
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）の
う
ち
固
定
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ

て
、
Ｄ
七
Ｗ
電
波
又
は
Ｇ
七
Ｗ
電
波
三
・
四
五
六

GHz
を
超
え
三
・
六
GHz
以
下
、
五
・
八
五
GHz
を
超
え

五
・
九
二
五
GHz
以
下
、
六
・
四
二
五
GHz
を
超
え

七
・
一
二
五
GHz
以
下
、
七
・
四
二
五
GHz
を
超
え

七
・
七
五
GHz
以
下
、
一
〇
・
二
五
GHz
を
超
え
一

〇
・
四
五
GHz
以
下
、
一
〇
・
五
五
GHz
を
超
え
一

〇
・
六
八
GHz
以
下
又
は
一
二
・
九
五
GHz
を
超
え
一

三
・
二
五
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

も
の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
一

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

令和年月日 木曜日 第号官 報
政
令
第
三
十
四
号

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
年

度
等
を
定
め
る
政
令
及
び
平
成
三
十
年
五
月
二
十
日
か
ら
七
月
十
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨
に
よ
る
災

害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
年
度
等
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令

内
閣
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
年
度

等
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

年
度
等
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
及
び
平
成
三
十
年
度
」
を
「
か
ら
令
和
二
年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
平
成
三
十
年
五
月
二
十
日
か
ら
七
月
十
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基

本
法
第
百
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
年
度
等
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

平
成
三
十
年
五
月
二
十
日
か
ら
七
月
十
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対

策
基
本
法
第
百
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
年
度
等
を
定
め
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元
年
度
及
び
令
和
二
年
度
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

高
市

早
苗

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
意
匠
登
録
令
の
規
定
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
二
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
十
五
号

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
意
匠
登
録
令
の
規
定
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令

内
閣
は
、
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
意
匠
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

意
匠
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
六
中
「
本
意
匠
」
を
「
基
礎
意
匠
」
に
改
め
、「
又
は
関
連
意
匠
」
の
下
に「（
当
該
基
礎
意
匠
の
関
連
意

匠
及
び
当
該
関
連
意
匠
に
連
鎖
す
る
段
階
的
な
関
連
意
匠
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、「
す

べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
意
匠

法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。）第
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
基
礎
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
が
改
正
法
の
施
行
の

日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
基
礎
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
（
当
該
基
礎
意
匠
の
関
連
意
匠
及
び
当
該
関
連
意
匠
に

連
鎖
す
る
段
階
的
な
関
連
意
匠
を
い
う
。）の
意
匠
権
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め

る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
又
は
放
棄
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
、「
放
棄
さ
れ
た
と
き
、

又
は
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正
前
の
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
期
間
が
終
了
し
た
と
き
」
と
す

る
。

一

意
匠
権
の
移
転

新
法
第
二
十
二
条
第
二
項

二

専
用
実
施
権

新
法
第
二
十
七
条
第
三
項

附

則

こ
の
政
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

〇
総
務
省
令
第
五
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗
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